
＜経営指標＞

530.0

4,914

1. 現状

施設名 運転開始年月 処理能力（㎥／日最大）

平成２８年４月１日現在

83.0

住民基本台帳人口（人）：A

（※地方公営企業法　非適用とは，公営企業でありながら，資産等の概念はなく，現金による収入または支出を基準とする普通会計と同様の処理。）

事業着手年度 供用開始年度 経営戦略　次回更新時期

平成４年度

水洗化率：C／B(％）

下水道事業 農業集落排水事業 昭和６３年度

54,324

処理区域内人口（人）：B

6,831

経　営　戦　略（概要版）

118.8

中継ポンプ　１７４箇所

管路延長　２２５km

農業集落排水施設下羽出庭クリーンセンター

敷地浄化センター 平成　９年　４月

平成１８年　４月

＜施設・管路＞

接続人口（人）：C

地方公営企業法　非適用
※

向江田地区農業集落排水処理施設（清流の里） 平成１１年　４月

平成３１年度（予定）
1か月　１世帯３人当たりの下水
道使用料(円):税込

皆瀬水質管理センター 平成１２年　６月 108.0

仁賀水質管理センター

上板木地区クリーンセンター 平成１０年　４月

297.0

平成　９年　４月 194.4

＜農業集落排水の効率化＞
・可能な下水道処理事業との統廃合を検討する。管渠布設等の整備事業は平成２３年度で終了。
 

＜農業集落排水の維持管理と水洗化の推進＞
・施設の最適更新計画を平成３０年度に策定（予定）し，適切な維持管理と維持管理コストの平準化を図
る。
・公共用水域の水質浄化の推進のため，水洗化率８３．０％にプラス５ポイントの向上が達成できるよう接
続促進の戸別訪問活動を実施する。

＜安定した経営基盤の確立と持続可能な事業への取組＞
・平成３１年度から公営企業会計に移行（予定）し，中長期的な視点に立った計画的な経営基盤の強化と，
財政マネジメントの向上に取り組み，事業間（公共・特環・農集）使用料体系の公平性を考慮しながら使用
料の適正な水準を検討する。

敷名地区農業集落排水処理施設 平成　４年　４月 207.9

板木地区農業集落排水処理施設 平成　５年　５月

＜将来の使用料収入の減少＞
・国立社会保障・人口問題研究所の平成２５年３月の発表によると，平成２２年国
勢調査を基にした将来推計人口は，平成２７年度末の５３，９３１人が，平成３７年
度末には４８，４０１人となる見込み（１０．３％減少）により，使用料収入減が予想さ
れる。
・水洗化率は全国平均８４．５％に比べ平成２７年度末８３．０％と低い。

＜維持管理コスト，更新コストの増加＞
・施設の老朽化により，今後，維持管理コスト，更新コストが増加する。

＜適正な使用料の設定＞
・経費回収率が低いことや，下水道使用料体系が事業間（公共・特環・農集）によ
る差が大きいため，負担の公平性が求められている。

２．課題

「経費回収率＝料金収入／汚水処理費
※
」

（※汚水処理費＝汚水処理にかかる維持管理費と地方債償還金・地方債利息）

３．経営の基本方針（平成２９年度～平成３８年度）

広島県　三次市（平成２８年４月１日現在）

業務名 業種名 事業名

12.6 5,670

普及率：B／A（%）

下板木地区農業集落排水処理施設

97.2

81.0

261.9

上山地区クリーンセンター 平成１４年　４月 340.2

敷名第二地区クリーンセンター 平成１６年　２月

農業集落排水処理神杉水質管理センター 平成１８年　４月 797.0

平成　９年　６月 144.0

H27 H28 H29 H30

三次市 3,704,829 3,493,938 3,241,015 2,980,200
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②地方債残高（単位：千円） 

  

  

H27 H28 H29 H30

三次市 42.38 43.07 43.43 43.14

類似団体平均 52.19
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①経費回収率（％） 

【H27 全国平均：52.78】 


